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７  会議の概要  

委員長    ただいまから、議会運営委員会を開会いた

します。 

まず、委員会記録の署名委員に成田委員、

横野委員を指名いたします。 

本日の協議事項は、お手元に配付のとおり

であります。 

まず、大きな協議事項１番目の３月定例会

の運営についてであります。 

初めに、代表質問については、３名の方か

ら通告がありました。 

また、一般質問については、２６名の方か

ら通告がありました。 

そこで、代表質問及び一般質問の順序につ

いては、お手元の資料のとおり進めたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

なお、改めて申しますが、代表質問の質問

時間については、自由民主党が６０分以内、

公明党が２５分以内、社会民主党議員会が

２０分以内となりますので、御承知おき願

います。 

次に、２つ目の追加議案についてでありま
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す。  

さきの本委員会においてお示ししました、

「教育委員」「監査委員」「固定資産評価審

査委員」「農業委員」「人権擁護委員」の５

つの追加人事案件に加え、さきの議案説明

会で説明がありましたとおり、「包括外部

監査契約締結の件」が、定例会最終日に追

加提案される予定になっております。  

この、「包括外部監査契約締結の件」の議

案書については、３月２２日（木曜日）に

配付するとのことですので、御承知おき願

います。 

また、この件の議案質疑の通告については、  

議案質疑が行われる日の前日の午後５時ま

でとなっておりますので、３月２２日（木

曜日）の午後５時までにお願いします。 

なお、この追加議案の委員会付託について

ですが、所管の委員会の意向に基づくこと

としております。  

このため、この件については、所管の総務

文教委員会で、決めていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

なお、この協議結果につきましては、改め
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て、委員の皆さんに御報告いたします。 

      〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    次に、３つ目の請願・陳情につきましては、

今定例会に提出されたものは、お手元の資

料のとおり、請願１件、陳情６件でありま

す。  

      このうち、請願１番目の「一般市民の参加

による議会改革を求める請願」については、

この議会運営委員会に付託される予定であ

りますので、御承知おき願います。 

次に、陳情１番目の平成３０年分陳情第２

号「議会事務局の事務からは、富山市議会

の議会運営の透明性が感じられない。『議

会での議員の一挙手一投足の記録は市民に

とっては次の選挙で共有する貴重な知的資

源』となるように、議会事務局は富山市文

書取扱規定、第８条の運用を、

・『公文書等の管理に関する法律』（以下・

法）の趣旨にのっとった運用を求めるか。

・法第一・四条第四項と第三十四条の趣旨

にのっとり、文書の適正な管理を実施する

ために、議会で再確認をする。

のどちらかの方法を選んだ上で、市民にと

って貴重な知的資源となるように採決を求

める陳情」についてですが、議長から「本
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件陳情者への事務局の対応は、適切なもの

と考えており、今定例会において、付託・

審議をする必要はないのではないかと考え

る。このことから、本件陳情の取扱いにつ

いて疑義がある」との議長の見解から、請

願・陳情の取扱要領に沿って、当委員会と

しての意見を求められております。 

      まず、本件陳情について、事務局から意見

を求めます。 

議事調査課長 事務局の文書の取扱いにつきましては、こ  

れまでも、富山市文書取扱規定に基づき、

適切に対応しております。また、議長・局

長に相談、指示を仰ぎながら、組織全体で

情報を共有して結論を出しまして適切に対

応しております。また、今回の陳情者への

対応のように、疑義が生じた場合には、関

係部署にも相談をしながら適切に対応して

いるところでございます。  

委員長    ただいまの事務局からの発言も踏まえ、本

件陳情について、所管委員会への付託、審

議を行うべきか、委員の皆さんの御意見を

お聞かせください。 

柞山委員   今、事務局から説明がありました。議長の

見解も、委員長から報告があったところで
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ありますが、本件については、事務局の対

応は適切なものと思いますので、本陳情に

ついて、本定例会において付託、審議をす

る必要はないと思います。  

委員長    そのほかに、御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、平成３０年分陳情第２号につい

ては、議会運営委員会の意見として、「議

長の見解のとおりと考えることから、今定

例会において、所管の委員会への付託及び

審議を行う必要はないと考える」との意見

を付して、議長に報告したいと思いますが、

そのように取り扱うこととして、よろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

次に、陳情２番目の平成３０年分陳情第３

号「委員会記録は内容が判りにくいことに

ついての対策を求める陳情」、３番目の平

成３０年分陳情第４号「委員会記録の取り

扱いについての陳情」、４番目の平成３０

年分陳情第５号「各委員会での採決結果の
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記録は各委員の賛否等が個々に分る記録に

改めることについて採決を求める陳情」、

６番目の平成３０年分陳情第７号「委員会

記録の取り扱いについて余計なお世話排除

の陳情」についてですが、議長から、「各

陳情の求める趣旨については、議会として、

現行の取扱いを改める必要性は感じられな

いことから、今定例会において、付託・審

議をする必要はないのではないかと考える。

このことから、これら４件の陳情の取扱い

について疑義がある」との議長の見解から、

請願・陳情の取扱要領に沿って、当委員会

としての意見を求められております。  

そこで、これら４件の陳情について、所管

委員会への付託、審議を行うべきか、委員

の皆さんの御意見をお聞かせください。 

高田委員   委員会記録につきましては、今、ホームペ

ージ等において内容の掲載がなされている

ところでありますが、その中で、議長の言

われるとおり、現行の取扱いを改める必要

性は感じませんので、これらの陳情につき

まして、所管の委員会へ付託、審議をする

必要はないという思いであります。 

委員長    そのほかに、御意見はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、平成３０年分陳情第３号から平

成３０年分陳情第５号まで及び平成３０年

分陳情第７号については、議会運営委員会

の意見として、「議長の見解のとおり、各

陳情については、議会として、現行の取扱

いを改める必要性は感じられないと考える

ことから、今定例会において、所管の委員

会への付託及び審議を行う必要はないと考

える」との意見を付して、議長に報告した

いと思いますが、そのように取り扱うこと

として、よろしいでしょうか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      次に、陳情５番目の平成３０年分陳情第６

号「４度目の「情報公開の開示決定の決裁

に行政管理課が加わることを求める陳情書」

の総務文教委員会での審査で、それでも、

委員の発言に理解不足のところがあるので、

（添付する陳情書３～５ページで指摘）を

参考に改めて採決を求める陳情」について

ですが、議長から、「本陳情については、

過去の議会において、既に結論が出されて

おり、その後の状況に変化がないと考えら
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れることから、今定例会において、改めて、

付託・審議をする必要はないのではないか

と考える。このことから、本件陳情の取扱

いについて疑義がある」との議長の見解か

ら、請願・陳情の取扱要領に沿って、当委

員会としての意見を求められております。 

      そこで、本件について、所管委員会への付

託、審議を行うべきか、委員の皆さんの御

意見をお聞かせください。  

柞山委員   この陳情も、過去の議会において既に結論

が出されております。その後、状況の変化

は全くないものと考えられますので、今定

例会において改めて付託、審議をする必要

はないと考えます。 

委員長    それでは、平成３０年分陳情第６号につい

ては、議会運営委員会の意見として、「議

長の見解のとおり、議会としての結論を出

した前回協議時から、状況は変わらないと

考えることから、今定例会において、改め

て、所管の委員会への付託及び審議を行う

必要はないと考える」との意見を付して、

議長に報告したいと思いますが、そのよう

に取り扱うこととして、よろしいでしょう

か。  
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      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      次に、４つ目の意見書・決議につきまして、  

これまでに受理しているものについては、

お手元の資料のとおり、２件であります。 

この、請願形式による意見書提出要請の２

件については、請願者から、もし、議員提

出議案とならなかった場合は、請願として

取り扱ってほしいとの申し出がありました。  

      したがいまして、議員提出議案とならなか

った場合には、本会議最終日に委員会付託

を省略して、直ちに討論・採決を行います

ので、御承知おき願います。 

      また、会派から提出されます意見書（案）、

決議（案）につきましては、１３日（火曜

日）の午後５時までの提出期限となってお

ります。 

      提出されました、会派からの意見書（案）、

決議（案）については、１４日（水曜日）

の本委員会でお示しいたします。  

これらの意見書（案）、決議（案）は、本

日提示いたしました２件の意見書と合わせ

まして、１９日（月曜日）の本委員会にお

いて、御協議いただくことになります。 

      それまでに、各会派において、御検討をお

願いいたします。  
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      次に、５つ目の「委員会条例の一部改正に

ついて」であります。 

      このことについては、今定例会において提

案されております、「富山市事務分掌条例

の一部を改正する条例制定の件」において、

都市整備部が、活力都市創造部へと名称変

更することに伴い、委員会条例の一部改正

が必要になるものであります。  

      そして、この改正案につきましては、３月

２日に開催されました各派代表者会議にお

いて、お手元に配付の案文のとおり了承が

得られております。 

そこで、この議案につきましては、議会運

営委員会の議員提出議案として、今定例会

最終日の３月２３日（金曜日）、事務分掌

条例の一部改正が可決された後に、追加提

案することとし、提案理由説明、議案の質

疑の後、委員会付託を省略して、直ちに討

論・採決を行うことにいたしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      なお、本議案の議案質疑につきましては、

質疑が行われる日の前日の午後５時までと

なりますので、３月２２日（木曜日）の午
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後５時までにお願いします。 

次に、大きな協議事項２番目の「議会改革

検討調査会の協議結果について」でありま

す。  

      このことについては、検討調査会の座長か

ら議長を通じて、お手元に配付のとおり、

協議結果についての報告を受けております

ので、まず、事務局から説明させます。 

議事調査課長 〔資料「議会改革検討調査会の協議結果に 

ついて」により説明〕 

委員長    今ほど事務局から説明がありましたが、本

委員会に回付されました、  

２  分割質問の導入について、  

４  各会派の質問に対する残り時間を議会

だよりやホームページに表示することにつ

いて、 

５  一般質問における年間の持ち時間につ

いて、 

以上の３項目について、本日、最終的な結

論を出したいと思います。  

そこで、この議会改革検討調査会について

は、全ての会派が委員として入り、最終的

にこのような協議結果に至ったということ

であります。 

      つきましては、これらの３項目について、  
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議会改革検討調査会での決定を尊重し、  

本市議会としての結論としたいと思います

が、そのように取り扱うこととしてよろし

いでしょうか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      以上で、本日の協議事項は終了いたしまし

た。  

      次回の議会運営委員会は、３月１４日（水

曜日）、本会議終了後に行いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

      これをもって、本日の議会運営委員会を閉

会いたします。   



13

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 定 例 会 
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